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高 知 県 県 営 住 宅 等 の 整 備 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の

一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

高 知 県 知 事 濵 田 省 司

高 知 県 規 則 37号

高 知 県 県 営 住 宅 等 の 整 備 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行

規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

高 知 県 県 営 住 宅 等 の 整 備 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則

（ 平 成 24年 高 知 県 規 則 第 74号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ２ 条 中 「 条 例 第 ９ 条 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る 住 宅 に 係 る エ ネ ル

ギ ー の 使 用 の 合 理 化 を 適 切 に 図 る た め の 措 置 」 を 「 前 項 （ 第 １ 号

に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に よ り 難 い 場 合 に お け る エ ネ ル ギ ー

使 用 合 理 化 措 置 」 に 改 め 、 同 条 を 同 条 第 ２ 項 と し 、 同 条 に 第 １ 項

と し て 次 の １ 項 を 加 え る 。

条 例 第 ９ 条 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る 住 宅 に 係 る エ ネ ル ギ ー の 使

用 の 合 理 化 を 適 切 に 図 る た め の 措 置 （ 次 項 に お い て 「 エ ネ ル ギ

ー 使 用 合 理 化 措 置 」 と い う 。 ） は 、 住 宅 が 、 次 に 掲 げ る 基 準 を

を 満 た す こ と と な る 措 置 と す る 。

(１ ) 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 （ 平 成

27年 法 律 第 53号 ） 第 35条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 建 築 物 エ ネ

ル ギ ー 消 費 性 能 誘 導 基 準 （ 借 上 げ の 場 合 に あ っ て は 、 同 法 第

２ 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基

準 ）

(２ ) 気 候 風 土 、 高 層 等 の 理 由 に よ り 合 理 的 な 再 生 可 能 エ ネ ル

ギ ー の 活 用 が 困 難 で あ る こ と が や む を 得 な い 場 合 等 を 除 き 、

太 陽 光 発 電 設 備 の 設 置 （ 敷 地 内 に 設 置 し た 太 陽 光 発 電 設 備 の

活 用 を 含 む 。 ） を す る こ と 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

規 則

◎ 高 知 県 県 営 住 宅 等 の 整 備 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施

行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則


